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Ｈ２６．４．１＜初任研推進構造図＞

初任者研修目標・内容例（小・中学校）……文部科学省初等中等教育局教職員課

＊教育公務員特例法第二十条の二

青森県教育委員会初任者実施要項

教育課長 小泉 一純

三八教育事務所 ◎担当指導主事 加藤 匡顕

○担当指導主事

八戸市教育委員会

( )単独校方式 ( )拠点校方式1 2
＊校内指導教員 ＊校内指導教員

拠点校指導教員（訪問校の職員を兼務・服務は江南小）

（２６年度 名）◎

◎初任者の所属校（複数）で実地研修，指導，助言を行う

初任者の所属校の校長（実地研修に係る年間研修指導計画の作成）

（実地研修に関する研修報告書の作成）

［２６年度拠点校指導教員の職務推進目標］

( )初任研共通の研修プログラム（県教委・市教委策定の初任者年間研修計画）に基づ1
き，的確に実地研修を推進する。

( )各校の実情を踏まえた研修推進と初任研の効果的を高めるため，校内指導教員との2
連携及び，校長・教頭への報告の充実に努める。

( )初任者の経験等を考慮し，的確な指導，助言を行うよう努める。3
( )拠点校指導教員として，指導，教材等の研修を深め，力量の向上に努める。4
( )初任者研修に使用する資料の精選，焦点化，質の向上に努め，研修効果を高める。5
( )初任者が抱える学級経営，授業等にかかわる課題解決の一助となるよう，指導，助6
言していく。
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Ｈ２６．４．１

初任研研修拠点校指導教員室経営の概要

（八戸市立江南小学校拠点校指導教員室）

１．初任者研修の位置づけの根拠法規

〔初任研〕教職員研修の中の「基本研修」に位置づけられている必修研修

・初任者研修（新規採用者研修）

・教職員経験５年研修（５年研修）

・１０年経験者研修 （１０年研修）

※初任者研修の根拠法

教育公務員特例法第二十条の二

１．小学校の教諭等の任命権者は，小学校の教諭等のに対して，その採用の日から１年

間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修（初任者研修）を実施しな

ければならない。

２．任命権者が定める初任者研修に関する計画は，教員の経験に応じて実施する体系的

な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

３．任命権者は，初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭，教諭又は講師のうちか

ら，指導教員を命じるのとする。

４．指導教員は，初任者に対して教諭の職務遂行事項について指導及び助言を行うもの

とする。

２．拠点校指導教員の動き

拠点校指導教員室 八戸市立江南小学校内

０１７８ー２２－０３７８（ＦＡＸ兼用）

≪担当初任者数と担当校≫ ※指導教員１名あたり４名の初任者を担当

○○○○○…… 小学校， 小学校， 小学校， 小学校

○○○○…… 小学校， 小学校， 小学校， 小学校

≪訪問日（月，火，木，金）の動き≫ ＊原則

自宅→訪問校 勤務時間９：００～１５：４５ → 拠点校へ（６時間※休憩４５分）

直接指導（２・３・４時間）＋研修の準備

○勤務の確認適宜参加指導 等，

（ ）（朝の会，全校朝会，自 ＜１校時＞（打ち合わせ＋実地研修準備） 拠点校日誌記入

○翌日訪問研修資習・給食指導，清掃指 ＜２校時＞（初任者との直接研修）

料の準備導，帰りの会等） ・初任研年間計画に基づく研修 ①～（ ）○30

ミーティング・授業研修について話し合い 指導・助言 ○（ ）

＜３校時＞授業研修（指導・助言）

＜４校時＞授業実施後の話し合い

初任研実地記録報告書の作成・提出

※木曜日…拠点校指導教室で「実地研修推進状況情報交換 「教材研究 「研修資料作成」」 」

「初任研事務推進 「訪問校への事務連絡」等の職務を行う」


